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第12期  決 算 公 告 

 

平成19年6月28日 

 

  東京都千代田区内神田1-1-12 

農中信託銀行株式会社 

取締役社長  安田 義則 

 

貸借対照表（平成19年3月31日現在）  

（単位：百万円） 

金 額 金 額

2,578 7,689

12,000 849

19,872 123

831 53

193 25

184 8,741

153

20,000

7,068

そ の 他 利 益 剰 余 金 7,068

  繰 越 利 益 剰 余 金 7,068

27,068

4

4

27,073
35,814 35,814

信 託 勘 定 借

そ の 他 負 債

賞 与 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

利 益 剰 余 金

株 主 資 本 合 計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

資 本 金

繰 延 税 金 資 産

役員退職慰労引当金

負債の部合計

（ 純 資 産 の 部 ）

負債及び純資産の部合計

科          目 科          目

資産の部合計

( 負 債 の 部 ）（ 資 産 の 部 ）

有 価 証 券

コ ー ル ロ ー ン

現 金 預 け 金

純資産の部合計

 

（注）１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

２．有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額

法）、その他有価証券のうち時価のあるものについては決算日の市場価格等に基づく時

価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平

均法による原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、

全部純資産直入法により処理しております。 

 

３．有形固定資産の減価償却は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建

物附属設備を除く。）については定額法）を採用しております。なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。 

建 物   ８年～４８年 

動 産   ４年～１５年 
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４．無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

 

５．貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上することとして

おります。 

「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当

金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号）

に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分

類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき引き

当てることとしております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担

保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認

める額を引き当てることとしております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債

権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控

除した残額を引き当てることとしております。特定海外債権については、対象国の政治

経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として引き当てること

としております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定

部署が資産査定を実施しており、その査定結果により上記の引当を行うこととしており

ます。 

 

６．賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込

額のうち、当期に帰属する額を計上しております。 

 

７．退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見

込額に基づき、当期末における必要額を計上しております。 

 

８．役員退職慰労金につきましては、従来、支出時の費用として処理することとしており

ましたが、当期より内規に基づく期末要支給額を引当計上する方法に変更いたしまし

た。 

この変更は、役員退職慰労金の引当計上が会計慣行として定着しつつあることに鑑み、

将来の支出時における一時的負担の増大を避け、期間損益の適正化および財務内容の

健全化を図るために行ったものであります。この結果、従来の方法によった場合に比

べ、経常利益は4百万円増加し、税引前純利益が25百万円減少しております。 

 

９．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

 

10．消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

11．関係会社に対する金銭債権の総額 1,644百万円 

  関係会社に対する金銭債務の総額     0百万円 

 

12．有形固定資産の減価償却累計額 231百万円 

 

13．貸借対照表に計上した固定資産のほか、車両と電子計算機等の一部については、所有権

移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。 
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14．日本銀行当座預金決済に係る当座借越取引の担保として有価証券18,211百万円を差し入

れております。また、その他の資産のうち保証金は26百万円であります。 

 

15．１株当たりの純資産額67,684円01銭 

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号

平成14年9月25日）が平成18年1月31日付で改正され、会社法施行日以後終了する事業年

度から適用されることになったことに伴い、当期から同適用指針を適用し、１株当たり

純資産額は「繰延ヘッジ損益」を含めて算出しております。 

 

16．有価証券の時価および評価差額等に関する事項は次のとおりであります。 

 

満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 国 債 18,211 18,182 △ 28 12 41

貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

うち損
（百万円）

差額
（百万円）

うち益
（百万円）

 

 

その他有価証券で時価のあるもの 

     そ の 他 442 450 7 14 6

取得原価
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

うち損
（百万円）

評価差額
（百万円）

うち益
（百万円）

 

 

なお、上記の評価差額から繰延税金負債3百万円を差し引いた額4百万円が、「その他

有価証券評価差額金」に含まれております。 

 

17．時価のない有価証券のうち、主なものの内容と貸借対照表計上額は、次のとおりであ

ります。 

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く）

内容 貸借対照表計上額（百万円）

1,210

 

 

18．その他有価証券のうち満期があるものおよび満期保有目的の債券の期間ごとの償還予定

額は、次のとおりであります。 

国 債 5,002 10,121 3,087 - - - - 18,211

株 式 - - - - - - 1,210 1,210

外 国 債 券 - - - - - - 404 404

そ の 他 の 証券 - 21 13 - - - 11 46

合計

（単位：百万円）

種　　類 1年以内
1年超
3年以内

3年超
5年以内

5年超
7年以内

7年超
10年以内

10年超
期間の定め
のないもの
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   19．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおり

であります。 

繰延税金資産

減価償却損金算入限度超過額 25 百万円

賞与引当金損金算入限度超過額 50

退職給付引当金損金算入限度超過額 21

役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 10

未払事業税 44

その他 8

繰延税金資産合計 161

繰延税金負債

未収還付事業税 4

その他有価証券評価差額金 3

繰延税金負債合計 7

繰延税金資産の純額 153 百万円  

 

20．単体自己資本比率（国内基準） 221.24％ 

 

21．「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号平成17年12

月9日）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準適用指針第８号平成17年12月9日）が会社法施行日以後終了する事業年度か

ら適用されることになったこと等から、｢銀行法施行規則｣(昭和57年大蔵省令第10号)

別紙様式が「無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第60号平成

18年4月28日）により改正され、平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用される

ことになったことに伴い、当期から以下のとおり表示を変更しております。 

 

(1)「資本の部」は「純資産の部」とし、株主資本、評価・換算差額等に区分のうえ表

示しております。なお、当期末における従来の「資本の部」の合計に相当する金額

は27,073百万円であります。 

(2)「利益剰余金」に内訳表示していた「当期未処分利益」は、「その他利益剰余金」

の「繰越利益剰余金」として表示しております。 

(3)「株式等評価差額金」は、「その他有価証券評価差額金」として表示しております。 

(4)「動産不動産」は、「有形固定資産」、「無形固定資産」または「その他資産」に

区分して表示しております。 

(5)「その他資産」に含めて表示していたソフトウェアは、「無形固定資産」に含めて

表示しております。 
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（単位：百万円） 

4,265

4,015

96

82

151

2

2,186

8

316

1,860

1

2,078

2

250

1,831

871

57

△ 21

1,039

金             額

経 常 収 益

信 託 報 酬

資 金 運 用 収 益

科          目

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 経 常 収 益

（うち有価証券利息配当金）

特 別 損 失

役 務 取 引 等 費 用

営 業 経 費

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

特 別 利 益

そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

税 引 前 当 期 純 利 益

法人税、住民税及び事業税

法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 利 益

法 人 税 等 還 付 税 額

 

 

（注）１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

２．関係会社との取引は次のとおりであります。 

 

  関係会社との取引による収益 

信託報酬                   1,900百万円 

資金運用取引にかかる収益総額           －百万円 

役務取引等にかかる収益総額            －百万円 

その他業務･その他経常取引にかかる収益総額    －百万円 

 

関係会社との取引による費用 

資金調達取引にかかる費用総額           0百万円 

役務取引等にかかる費用総額            96百万円 

その他業務・その他経常取引にかかる費用総額   175百万円 

その他の取引にかかる費用総額           －百万円 

     

 

 

 

平成1 8年 4月  １日から   
       損益計算書  

平成 1 9 年 3月 3 1 日まで   ( ) 
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３．関連当事者との取引のうち、重要なものは次のとおりであります。 

（1）親法人および法人主要株主等 （単位：百万円）

属性 会社等の名称
議決権等
の被所有
割合

関連当事者
との関係

取引の内容
（注１）

取引
金額

（注２）
科目

期末
残高

（注２）

事務所賃借料
支払

161 － －

（注１）関連当事者との価格その他の取引条件については、一般取引条件を勘案し決定しております。

（注２）取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

（2）子会社および関連会社等

  該当ありません。

（3）兄弟会社等

  兄弟会社との重要な取引はありません。

174
親法人 農林中央金庫 100%

信託取引の受
託等

その他資産信託報酬受領 1,900

      

４．１株当たり当期純利益金額 2,597円98銭 

 

５．従来は損益計算書の末尾において、当期未処分利益の計算を表示しておりましたが、

当期より株主資本等変動計算書を作成し、資本金、準備金及び剰余金の状況を表示し

ております。なお、これに伴い、利益処分計算書は当期より作成しておりません。 
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（単位：百万円）

評価・換算差額等

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

20,000 6,029 26,029 9 26,039

当期純利益 - 1,039 1,039 - 1,039

株主資本以外の項目の
当事業年度変動額(純額)

- - - △ 5 △ 5

- 1,039 1,039 △ 5 1,033

20,000 7,068 27,068 4 27,073

（注）1.記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

2.発行済株式の種類及び総数は、次のとおりであります。
（単位：千株）

前事業年度末株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数 摘要

発行済株式数

　普通株式 400 - - 400

　種類株式 - - - -

合        計 400 - - 400

3.「株主資本等変動計算書に関する会計基準」（企業会計基準第6号平成17年12月27日）および「株主資本等変動計算書
に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第9号平成17年12月27日）が会社法施行日以後終了する事業年
度から適用されることになったことに伴い、当期から同会計基準および適用指針を適用し、株主資本等変動計算書を作
成しております。

前事業年度末残高

当事業年度変動額

当事業年度変動額合計

当事業年度末残高

株主資本

純資産合計
資本金 株主資本合計

その他有価証券評
価 差 額 金

 

 

 

 

平 成 1 8 年 4 月  1 日 か ら 
        株主資本等変動計算書  

平 成 1 9 年 3 月 3 1 日 ま で ( ) 
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信託財産残高表（平成１9年3月31日現在）

（単位：百万円）

資　　　　　　　産 金　　　　　　額 負　　　　　　　債 金　　　　　　額

1,895,658 指 定 金 銭 信 託 1,312

80,290 特 定 金 銭 信 託 29,340

2,814,134 投 資 信 託 1,483,120

4,841,924 金銭信託以外の金銭の信託 3,312,846

1,211,153 有 価 証 券 の 信 託 7,372,313

18,721 金 銭 債 権 の 信 託 1,173,622

8,731 土地及びその定着物の信託 19,098

29,821 包 括 信 託 131,885

7,689

2,615,414

合　　　　　　　計 13,523,539 合　　　　　　　計 13,523,539

貸 出 金

信 託 受 益 権

有 価 証 券

受 託 有 価 証 券

金 銭 債 権

有 形 固 定 資 産

　当期から貸付有価証券が削除されたため、受託有価証券に含めて表示しております。

１.記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。(注）

２.信託受益権には、資産管理を目的として再信託を行っている金額1,970,968百万円を含んでおります。

３.元本補てん契約のある信託については、取扱残高はありません。

４.「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則（昭和57年大蔵省令第16号）別紙様式が改正されたことに伴い、

そ の 他 債 権

コ ー ル ロ ー ン

現 金 預 け 金

銀 行 勘 定 貸

 

 

 

 

 

 

 

 


